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医療制度

• 医療提供制度

–医療関連職種の資格・義務

–医療施設に関する事項

• 社会保険制度

–医療保険制度

–介護保険制度
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医療・福祉関連職種

• 国家資格
– 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、臨
床検査技師、診療放射線技師、作業療法師、理学療法
師、義肢装具士、救命救急士、臨床工学技士、歯科衛生
士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福
祉士、管理栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、き
ゅう師、柔道整復師

• 知事資格
– 准看護師、栄養士

• 介護保険法による規定
– 介護支援専門員、訪問介護員
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その他の認定資格

• 診療情報管理士

• 臨床心理士

–公認心理師法：2017年度から国家資格として施
行される。
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業務独占と名称独占

• 業務独占

–特定の業務に際して、特定の資格を取得してい
るもののみが従事可能で、資格がなければ、そ
の業務を行ことが禁止されること。

• 名称独占

–資格取得者以外の者にその資格の呼称および
それに類似した、紛らわしい呼称の利用が禁止さ
れること。



6

医師法・歯科医師法

• 業務独占（第１７条）
• 名称独占（第１８条）
• 応召義務（第１９条）
• 無診療治療等の禁止（第２０条）
• 異状死体などの届出義務（医師法第２１条）
• 診療録の記載および保存等の義務（医師法
第２４条、歯科医師法第２３条）

• 保健指導の義務（医師法第２３条、歯科医師
法第２２条）
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（復習）守秘義務
• 業務上の秘密を守る義務。
業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
資格名 規定する法律

医師・助産師・薬剤師・ 刑法134条

保健師・看護師 保健師助産師看護師法第42条
の2

臨床検査技師 臨床検査技師等に関する法律
19条

診療放射線技師 診療放射線技師法第29条

理学療法士・作業療法士 理学療法士及び作業療法士法
第16条

言語聴覚士 言語聴覚士法第44条

視能訓練士 視能訓練士法第19条

臨床工学技士 臨床工学技士法第40条

技師装具士 技師装具士法第40条

救急救命士 救急救命士法第47条
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医療法

• 医療施設に関する事項を定めた法律
• 第１章：総則
• 第２章：病院、診療所および助産所、医療計
画

• 第３章：公的医療機関
• 第４章：医療法人
• 第５章：医業、歯科医業または助産師の業務
等の広告、雑則

• 第６章：罰則
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医療法：理念規定

• 生命の尊厳と個人の尊厳の保持

• 医療の担い手と医療を受けるものとの信頼関
係に基づく

• 治療、疾病予防、リハビリテーションを含む

• インフォームドコンセントとの関係：適切な説
明をおこない、医療を受けるものの理解を得
るよう努める
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医療法：供給体制

• 診療所と病院
• 医療計画の策定を都道府県単位に義務づけ。

–医療圏ごとに基準病床数、医療施設の整備目標、
救急医療等の確保、医療機関相互の連携、医療
従事者の確保

• 医療監視
–厚生労働大臣、都道府県知事の医療機関への
立ち入り検査

• 営利目的開業の禁止、剰余金配当の禁止→
医療法人制度
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医療圏

• 一次医療圏、二次医療圏、三次医療圏

–二次医療圏：一般的な医療サービスを提供

• 隣接する複数の市町村を単位とする。

–三次医療圏：高度な医療を提供

• 都道府県単位
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千葉県の二次医療圏

http://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/keikaku/kenkoufukushi/hokeniryou.html

「千葉県保健医療計画」の改定について
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基準病床数（千葉県）～2012
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病床数の計画（１）
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病床数の計画（２）
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多くの点で都道府県の許可が必要

千葉県の場合。http://www.pref.chiba.lg.jp/kf-kaisou/kyoninka/imukankei.html
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（参考）千葉県保健医療計画（平成23

年度～平成27年度）から

計画の部分はおいといて、まずはデータだけを見てみよう。



地域医療構想：医療計画の一部

• 地域医療構想：将来（2025年を想定）の医療提供体
制について，地域の実情に応じて課題を抽出し，住民
を含めた関係者で解決のための施策を検討する。

• 病床機能報告制度：，医療機関が病棟単位で担って
いる医療機能の現状と今後の方向性を，構造設備や
人員配置などの具体的な医療の内容とともに都道府
県に報告する。

• 地域医療構想調整会議：構想区域ごとに都道府県が
設置し、医療機関相互の協議をおこなう。

19https://www.igaku-shoin.co.jp/paperDetail.do?id=PA03120_02

高山義弘：地域医療構想――2015年度から始まる医療改革



地域医療構想による病院再編

20

土居丈朗 「少子高齢化社会でも日本の医療費は見直せる
地方の医療を救う｢病院再編｣とは？」 東洋経済オンライン

http://toyokeizai.net/articles/-/63914
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わが国の医療保険の特徴
• 国民皆保険

– 居住地または職域団体による何らかの健康保険に加入
することを国民に強制

• 社会保険方式
– 被保険者から徴収する保険料で運営

• 現物給付
– 現金ではなく医療サービスを給付

• 出来高払い
– 個々の診療行為の合計を診療報酬として請求（一部包括
払いを導入）

• 医療機関の自由選択
– 被保険者および被扶養者は保険医療機関であればどこ
でも自由に受診できる。
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（補足）診療録などの保存年数

作成者 書類 作成を義務づけ
る法規

保存期間

医師 診療録 医師法（24条） ５年間

薬剤師 調剤済処方せん 薬剤師法（27条） ３年間

病院の管理者 診療に関する諸
記録

医療法（21,22条） ２年間

病院の管理者 X線装置の測定
結果記録

医療法施行規則 ５年間

病院の管理者 X線等照射記録 医療法施行規則 ２年間

保険医 保険診療録 療養担当規則 ５年間
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医療保険の種類
• 医療保険

–健康保険
• 保険者は政府（社会保険庁）、健康保険組合

–国民健康保険
• 市区町村

–共済組合
• 各種共済組合

–船員保険
• 政府（社会保険庁）

• 老人医療保険
–後期高齢者保険

• 市区町村
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保険診療の仕組み

被保険者（患者）

審査支払機関

保険者保険医療機関（病
院、診療所等）

保険料

審査分請求

請求全額の支払い
診療報酬の支払い

診療報酬の請求

診療サービス
（療養の給付）

一部負担金の支払い
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保険医療の内容

• 診療報酬点数表（１点単価１０円）

–中央社会保険医療協議会（中医協）

• 自由診療と保険医療の併用を禁止
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包括評価制度

• 診断群分類（DRG: Diagnosis Related 

Group)

–米国メディケアの入院医療費の支払い方式とし
て採用（１９８３年）

– メディケア：高齢者を対象とした公的医療制度

–疾患ごとの入院１回あたり定額報酬
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ＤＰＣ

• Diagnosis Procedure Combination

• わが国独自の診断群分類を用いた包括評価
に基づく支払い方式

• 診断と主な治療行為により、毎日の支払い金
額を決める。
–診断名：ICD10コード

–手術：Kコード（診療報酬表のコード）

• 急性期病院を対象に、年々対象病院数が増
加している。
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DPCコーディング

１４桁

２桁 ４桁 １ １２桁１ １１ １ １ １

主要診断群

分類コード

６桁がＩＣＤ－１０コードと対応

手術等サブ分類

医療資源を最も投入した
傷病名により分類
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介護保険制度：財源

• 市町村が保険者
–第２号被保険者の保険料はいったん全国的に集
められ市町村に配分

• 財源：半分が保険料、半分が公費

• 被保険者：第１号と第２号
–第１号：６５歳以上

• 年金から天引き（所得に応じて）

–第２号：４０～６４歳の医療保険加入者
• 医療保険料とまとめて徴収
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介護保険制度：サービス

• 現物給付である。
– 限度内１割自己負担。限度超は全額負担

• 在宅サービス
– 訪問介護（ホームヘルプ）、訪問看護、通所介護（デイサ
ービス）、通所リハビリテーション（デイケア）、かかりつけ
医による医学的管理、訪問入浴など

• 施設サービス
– 特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群な
ど介護施設におけるサービス

• 要介護認定が必要
– 受けられるサービスの総量は、心身の状態に応じて７段
階に区分けされた介護の必要性の程度（要介護度）に応
じて決定
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要介護認定
• 介護に要する時間として推計される時間が１
日30分以上。

• 時間推計の対象となる介護の内容
–排泄、入浴、食事介護、衣服の洗濯、日用品の
整理、徘徊の探索、機能訓練、呼吸管理、褥創
処置など

–介護に要する時間の長さにより要介護度は１か
ら５に区分される。

• 要介護状態とはいえなくても介護を必要とす
る者は要支援認定（要支援１，２）を受けるこ
とができる。
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要介護度

• 要支援状態

–要支援１，２

• 要介護状態

–区分１～５

–区分大→要介護認定等基準時間が長くなる
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要介護認定と介護サービス計画作成

要介護・要支援
認定の申請

高齢者

主治医意見書 基本調査（認定調査）、一次判定 特記事項

介護認定審査会、二次判定

該当の場合

非該当

介護サービス計画
の作成依頼

自分で計画作成

自らの選択による利用介護サービス計画に応じた利用
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一次判定

• 認定調査実施者が入力した内容を計算して行う

• 入力項目：当初は８５項目

• 判定結果：５つの分野における、提供される介
護や行為量を要介護認定基準時間として時間
計算し、その長さで示す。
–直接生活介助：身体に直接触れて行う

–間接生活介助：日常生活上の世話

–問題行動(行動・心理症状(BPSD))関連行為

–機能訓練関連行為：嚥下訓練、歩行訓練など

–医療関連行為：呼吸管理、じょくそう処置など
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在宅サービスの利用

• 介護支援専門員（ケアマネジャー）を中心に
介護サービス計画が作成され、受けられるサ
ービスが決められる。
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在宅サービスの種類（１）
• 訪問介護

• 訪問入浴介護

• 訪問看護

• 訪問リハビリテーション

• 居宅療養管理指導

• 通所介護（デイサービ
ス）

• 通所リハビリテーション
（デイケア）

• 短期入所生活介護（シ
ョートステイ）

• 短期入所療養介護（シ
ョートステイ）

• 認知症対応型共同生
活介護（高齢者グルー
プホーム）

• 特定施設入所者生活
介護（有料老人ホーム）
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在宅サービスの種類（２）

• 福祉用具貸与

• 居宅介護福祉用具購入費等

• 居宅介護住宅改修費

• 居宅介護支援
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施設サービス

• 要支援の場合、利用できない。

• 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
– 常時の介護を必要とし、居宅において介護を受けること
が困難な場合に入所し、入浴・排泄・食事など日常生活
上の介護や機能訓練などを行う。

• 介護老人保健施設（老人保健施設）
– 病状安定期にあり、入院治療の必要はないが、リハビリ
テーションを中心とする医療ケアと看護・介護を必要とす
る場合に入所する。

• 介護療養型医療施設（療養型病床群）
– 比較的長期にわたって療養を必要とし、病状が安定して
いる場合に入院し、医療ケアや介護などを受ける。
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介護報酬

• 介護保険でサービス提供者に支払われる報
酬のこと

• 施設に対する報酬

–要介護度や人員配置などに応じた額が包括的に
設定

• 在宅サービスに対する報酬
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医療保険と介護保険の区分け（概略）

• 介護保険
–長期療養に対応する日常的な医療行為

–理学療法、作業療法などのリハビリテーション、
精神科専門療法、単純ｘ線撮影、処置、創傷処理、
皮膚切開など手術の一部

• 医療保険
–頻度の少ない複雑な医療行為

–造影撮影、核医学など、悪性腫瘍手術、骨折手
術、麻酔、透析、人工呼吸器、血漿交換、放射線
治療
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医療から介護への接続：リハビリテーション

• 急性期（～１ヶ月）

–急性期病院

• 回復期（６～９ヶ月まで）

–回復期リハビリテーション病院

• 維持期：維持期リハビリテーション

–医療機関の外来（医療保険）

–居宅介護サービス（医療保険または介護保険）

–介護保険施設等（介護保険）


